
こどもソーシャルワーカー募集要項 

 

 不登校やヤングケアラー等の生きづらさを抱えるこども・若者をサポートしたり、困難な状況を解

消したりするためのソーシャルワークを担う“こどもソーシャルワーカー”を募集します。 

  

●業務内容 

 ①スクールソーシャルワーク業務 

 ②こども・若者へのソーシャルワーク業務 

 ③ヤングケアラー支援業務 

 ④ボランティアコーディネート業務 

⑤①～④のための活動報告、予算処理等の事務業務 

※Word、Excel、PowerPoint、Canva、その他SNS を扱えることが必要 

 

●給与 

１９0,000円～240,000円（月 160時間／週4日～週 5日 ※要相談） 

※パートタイム希望者については要相談、学生インターン制度あり 

※昇級有 

 

●求める人財像 

１．こども若者を主体としたソーシャルワークを行うことができる方 

２．NPO活動に理解、関心がある方 

３．こども若者の声を社会に発信し、ソーシャルアクションを行うことができる方、意欲のある方 

 

●必要な資格 

 【必須】 

・普通自動車運転免許（AT限定可） 

 

 【あれば尚可】 

 １．社会福祉士、精神保健福祉士、SSW養成課程修了者 

２．看護師、保育士、臨床心理士、公認心理師 

３．教員免許状、こども家庭SW、社会福祉主事任用 

 

●資格手当 

 １．社会福祉士、精神保健福祉士、SSW養成課程修了者             月額 10,000円 

 ２．看護師、保育士、臨床心理士、公認心理師                      月額  7,000円 

  ※ただし、法人指定要件を満たした者については、月額 10,000円とする。 

 ３．認定資格（教員免許状、こども家庭SW、社会福祉主事任用）        月額 5,000円 

  ※ただし、法人指定要件を満たした者については、月額 7,000円とする。 

  

 ※法人指定要件・・・ソーシャルワーク業務に関する研修・ボランティア活動 3カ月 



●募集人数 若干名 

 

●就業場所  

       嶺南地域 

       ・敦賀拠点（敦賀市津内町） 

       ・若狭拠点（三方ショッピングセンターレピア） 

     ※スクールソーシャルワーク業務に従事する場合は、美浜町内の小中学校 

 

●就業時間 シフト制 

     （A）１０：００～１９：００（休憩1時間） 

     （B）１３：００～２２：００（休憩1時間） 

     ※スクールソーシャルワーク業務に従事する場合は、就業時間が異なります。 

 

●雇用期間 

 令和 8年 4月 1日～令和 9年3月 31日（原則更新） 

 ※試用期間6カ月（試用期間中の労働条件：同条件） 

 

●福利厚生  

  健康保険、雇用保険、労災保険 加入 

 

●その他 

  ・次年度以降の予算編成により、勤務条件が異なる場合があります。 

 

 

問い合わせ 

一般社団法人みんなの居場所withふくい 

    ０８０－６３６８－１９２４（須磨） 

    withfukui2023@gmail.com 


